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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、湿紙側バット繊維層と、裏面側バット繊維層とを有し、
　前記湿紙側バット繊維層は５０ｇ／ｍ２～１００ｇ／ｍ２の高分子弾性材料に包含され
、
　前記裏面側バット繊維層は２０ｇ／ｍ２～４００ｇ／ｍ２の溶融繊維を含み、
　前記溶融繊維の少なくとも一部が溶融し相互に固着して立体網目構造を形成し、前記裏
面側バット繊維層の密度が０．２５ｇ／ｃｍ３～０．５５ｇ／ｃｍ３の範囲内であること
を特徴とする、
　抄紙用フェルト。
【請求項２】
　前記高分子弾性材料は、ウレタン系エマルション，酢酸ビニル系エマルション，スチレ
ン―ブタジエン系エマルション，アクリル系エマルション，の何れか1種または複数種を
含むエマルション型樹脂からなることを特徴とする、請求項１に記載の抄紙用フェルト。
【請求項３】
　前記溶融繊維が、融点１８０℃以下の低融点成分を含む溶融繊維であることを特徴とす
る、請求項１に記載の抄紙用フェルト。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　　本発明は、抄紙機に使用される、抄紙用フェルト（以下、単にフェルトということが
ある）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　抄紙機における製紙工程には成形（フォーミング）、プレス、乾燥の大きく分けて３
つのパートがあり、それぞれのパートにおいて紙の原料から水分が連続的に除去される。
そして、それぞれのパートでは、脱水の機能に対応した抄紙用具が用いられている。
【０００３】
　　従来、プレスパートではフェルトが使用され、湿紙を載せたフェルトがプレス機構で
加圧されることで、湿紙中の水分がフェルトへと移行する仕組みになっている。
　なお、プレス加圧部は、一対のプレスロールにより構成されるものや、プレスロールと
プレスロールの周面に対応した形状を有するシューとにより構成されるものが一般的であ
る。
【０００４】
　　このフェルトの構成を図１に基づき説明する。図１はフェルトの横断方向（ＣＭＤ方
向）に沿って切断した断面図である。抄紙用フェルト１０は、基体２０にバット繊維層と
して、湿紙側バット繊維層３１と裏面側バット繊維層３２とをそれぞれ積層し、ニードル
パンチング等により植毛して構成されている。
なお、基体２０は経糸２１と緯糸２２とを製織して構成される織布が通常使用されている
。
【０００５】
　　フェルトの基本的な機能は、湿紙から水を搾る（搾水性）、湿紙の平滑性を高める（
平滑性）、湿紙を搬送する（湿紙搬送性）といったものであるが、とりわけ重要視されて
いるのは、湿紙から水を搾る機能である。
　湿紙が一対のプレスロール間を通過する際、加圧により水分が湿紙からフェルトに移行
する。フェルト中の水分は、加圧によりフェルト裏面側から排出されるか、抄紙機のサク
ションボックスで吸引されフェルト系外に排出されるので、加圧下で圧縮され除圧時に回
復する機能を持つフェルトが要求されている。
【０００６】
　　最近の抄紙技術の動向として、生産性向上のため抄紙機の高速化およびプレスパート
におけるロール又はシュープレスの高加圧化が進んでいる。そのためフェルトが高加圧下
において扁平化して水透過性や圧縮回復性が低下し、搾水性が著しく低下する等の問題が
あった。
【０００７】
　　そこで、この問題を解決する手法の1つとして、フェルトを構成する繊維層に高分子
弾性材料を包含する方法がある。
【０００８】
　　例えば、フェルトを構成する繊維に、エマルション型樹脂を含浸し且つ湿紙側部分に
工夫を凝らしたものが知られている（特許文献１参照）。このフェルトは、より詳細には
、基層の表面に形成されたバット繊維にエマルション型樹脂が含浸されるとともに、当該
バット繊維層の湿紙側の表面が緻密で且つセーム革状の滑らかな表面となるようにカレン
ダー加工されることにより、バリヤー層が形成されているものであった。
【０００９】
　　ところが、このような基層の表面に形成されたバット繊維に樹脂が含浸されたフェル
トであっても、最近の高速抄紙機とりわけクローズドドロー抄紙機のプレスパートで使用
されるフェルトについて、フェルトの掛け入れ性とプレス加圧部での再湿現象について問
題があった。
【００１０】
　　抄紙用フェルトは、プレス加圧部出口で加圧が開放されると同時に湿紙内部において
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負圧が発生するため、フェルトに内在する水分を湿紙が吸収してしまう、いわゆる再湿現
象が起こる。従来のフェルト（特許文献１）において、バット繊維層には樹脂が包含され
て密度が高くなっており、ある程度の再湿現象は抑制されている。しかし、フェルト全体
（基体とバット層のすべて）が樹脂で包含されていると、フェルトは硬化して抄紙機への
掛け入れ性が悪化する。そのため、従来のフェルトでは、湿紙側バット繊維層のみに樹脂
を包含させているものがあった。しかしこのようなフェルトでは、裏面側バット繊維層の
密度が低いのでプレス加圧後でもバット層内の蓄水量が多いため、クローズドドロー抄紙
機のプレスパートで使用された場合、再湿を抑制することができなかった。
【００１１】
【特許文献１】米国特許第４５００５８８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　　したがって、本発明の課題は抄紙用フェルトにおいて、使用初期から長期にわたりフ
ェルトの諸機能すなわち圧縮回復性や搾水性、湿紙平滑性といった機能を維持し、しかも
クローズドドロー抄紙機においてもフェルトが柔軟で掛け入れ性が良く、プレス加圧部で
の再湿が抑制できる抄紙用フェルトを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、基体と、湿紙側バット繊維層と、裏面側バット繊維層とを有し、前記湿紙側
バット繊維層は５０ｇ／ｍ２～１００ｇ／ｍ２の高分子弾性材料に包含され、前記裏面側
バット繊維層は２０ｇ／ｍ２～４００ｇ／ｍ２の溶融繊維を含み、前記溶融繊維の少なく
とも一部が溶融し相互に固着して立体網目構造を形成し、前記裏面側バット繊維層の密度
が０．２５ｇ／ｃｍ３～０．５５ｇ／ｃｍ３の範囲内であることを特徴とする、抄紙用フ
ェルトにより、前記課題を解決した。
【００１４】
　　また、本発明は前記高分子弾性材料が、ウレタン系エマルション，酢酸ビニル系エマ
ルション，スチレン―ブタジエン系エマルション，アクリル系エマルション，の何れか1
種または複数種を含むエマルション型樹脂からなることを特徴とする抄紙用フェルトであ
る。
【００１５】
　　また、本発明は、前記溶融繊維が融点１８０℃以下の低融点成分を含む溶融繊維であ
ることを特徴とする抄紙用フェルトである。
【発明の効果】
【００１６】
　　本発明によれば、抄紙用フェルトを抄紙機に掛け入れた使用初期から長期にわたり圧
縮回復性や搾水性、湿紙平滑性といったフェルトの機能が維持され、しかもクローズドド
ロー抄紙機においてもフェルトが柔軟で掛け入れ性が良く、プレス加圧部での再湿が抑制
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の抄紙用フェルトの実施形態を説明するが、本発明は、これに限定されるもので
はない。
　図２はフェルトの横断方向（ＣＭＤ方向）に沿って切断した断面図である。抄紙用フェ
ルト１０は基体２０にバット繊維３１，３２を積層し、ニードリングで絡合一体化した抄
紙用フェルトである。
【００１８】
　　基体２０は経糸２１と緯糸２２を織機等により製織した織物を通常用い、経糸２１と
緯糸２２は、ナイロン、ポリエステル、オレフィンなどのモノフィラメント及びマルチフ
ィラメントを用いる。
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織物の構造としては、１重織、または２重織、３重織などの多重織構造を有してよい。ま
た、織物の他、経糸と緯糸を織込むことなく接着剤等により接着形成した基体や、不織布
、フィルムや樹脂成型体等の基体を用いてもよい。
【００１９】
　　ステープルファイバーからなるバット繊維層３１，３２にはナイロン繊維等の合成繊
維や羊毛等の天然繊維の短繊維をウェッブ状に形成し積層したもので、太さや材質の異な
る繊維をブレンドして用いても良い。
バット繊維層は湿紙側バット繊維層３１と抄紙機のプレスロール又はシュープレス側に位
置する裏面側バット繊維層３２からなる。そして湿紙側バット繊維層３１は、表面性を高
めるため、最も湿紙側のバット繊維層３１１に細い繊維を用い、内層側のバット繊維層３
１２にはそれより太い繊維を用いることができる。そして湿紙側バット繊維層３１は高分
子弾性材料に包含されている。また裏面側バット繊維層３２は溶融繊維を含むバット繊維
層である。
【００２０】
　　図３では本発明の抄紙用フェルト１０において、ステープルファイバー４１からなる
湿紙側バット繊維層３１は高分子弾性材料５０に包含され一体化してバット繊維層３１を
形成しており、かつ裏面側バット繊維層３２は溶融繊維を含むバット繊維層である。
【００２１】
　　このように、湿紙側バット繊維層３１が高分子弾性材料５０に包含され一体化してい
るため、フェルトがプレス圧力による圧縮が繰返されても、湿紙側バット繊維層３１は弾
性変形可能な高分子弾性材料５０の耐圧力効果によって、該バット繊維層３１の内に形成
された空隙が潰されずに残るため、水透過性と圧縮回復性は低下しない。したがってフェ
ルトの使用初期から長期にわたり圧縮回復性や搾水性、湿紙平滑性といったフェルトの機
能を維持することができる。
【００２２】
　　そして、裏面側バット繊維層３２は溶融繊維を含んでおり、フェルトを熱処理するこ
とで、裏面側バット繊維層３２を密度の高い柔軟な層に形成できるので、フェルトとして
掛け入れ性が良くプレス加圧部での湿紙の再湿を抑制することができる。すなわち、裏面
側バット繊維層３２は溶融繊維を含んでいるから、熱処理されると溶融繊維の少なくとも
一部が溶融し相互に固着してバット繊維層が立体網目構造を形成する。このような網目構
造体は密度が高く緻密であるから、バット層内の蓄水量が少なくでき、フェルトの再湿を
抑制することができる。同時に、バット繊維３２の網目構造体は高分子弾性材料５０に包
含されたバット繊維層３１に比べてはるかに柔軟である。
　　なお、前記溶融繊維は、融点が１８０℃以下の低融点成分からなる合成繊維、または
融点が１８０℃以下の低融点成分を含む合成繊維を使用することができる。
【００２３】
　　本発明の抄紙用フェルトの湿紙側バット繊維層３１は、フェルトの使用初期から長期
にわたり圧縮回復性や搾水性、湿紙平滑性などの機能を発揮するのに対して、裏面側バッ
ト繊維層３２はクローズドドロー抄紙機用フェルトに必要な柔軟性と再湿の抑制効果を発
揮するため、密度が高く柔軟なバット繊維層を形成している。このように湿紙側バット繊
維層３１と裏面側バット層３２、それぞれの特性を複合することによって、本発明の抄紙
用フェルトは特に高速クローズドドロー抄紙機に好適に使用できるものとなっている。
【００２４】
　　ここで、湿紙側バット繊維３１が高分子弾性材料５０に包含されていない場合、繰り
返し圧縮によるフェルトの変形が大きくなるので、フェルトの搾水性、湿紙平滑性、湿紙
搬送性といった機能が維持できず好ましくない。
　　また、湿紙側バット繊維３１が高分子弾性材料５０に包含されていても、裏面側バッ
ト繊維層３２に溶融繊維を含んでいないときは、クローズドドロー抄紙機でのプレス加圧
部で湿紙の再湿抑制効果を発揮できなくなってしまう。
【００２５】
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　　本発明における高分子弾性材料とは、ウレタン系エマルション，酢酸ビニル系エマル
ション，スチレン―ブタジエン系エマルション，アクリル系エマルション，の何れか1種
または複数種を含むエマルション型樹脂からなり、エマルション型樹脂の水分の蒸発によ
り前記高分子弾性材料の固形物がバット繊維を包含することができるものを用いるが、エ
マルション型樹脂の安定化のためエマルション型樹脂には界面活性剤，粘度調整剤が加え
られているものを用いると良い。
【００２６】
ここで、高分子弾性材料の包含量としては、湿紙側バット繊維層３１において２０ｇ／ｍ
２～１５０ｇ／ｍ２包含していることが好ましい。これより少ないとフェルトの圧縮回復
性を持続し、搾水性、湿紙平滑性といった機能を維持することができず、これより多いと
フェルトの通水性が悪く、搾水性の機能に影響するので好ましくない。
【００２７】
　　湿紙側バット繊維３１に高分子弾性材料５０を包含させて一体化する方法としては、
基体とバット繊維とをニードルパンチングにより植毛してフェルトを形成した後で、エマ
ルション型樹脂の水希釈液を塗布し、乾燥することで形成できる。
【００２８】
また、本発明の溶融繊維は融点１８０℃以下の低融点成分を含む溶融繊維である。本発明
では溶融繊維の含有量を、裏面側バット繊維層３２において１０ｇ／ｍ２～４００ｇ／ｍ
２の範囲で使用することができる。溶融繊維の含有量が１０ｇ／ｍ２以下であると、裏面
側バット繊維層３２の密度は低くなってしまい、クローズドドロー抄紙機用フェルトに必
要なプレス加圧部での再湿の抑制効果が十分でない。
　逆に溶融繊維の含有量が４００ｇ／ｍ２以上であると、裏面側バット繊維層３２の密度
が高く成り過ぎてしまい柔軟性が低くなるから、フェルトの掛け入れ性を低下させること
となる。なお、本発明において裏面バット繊維層３２の好ましい密度は、０．２５ｇ／ｃ
ｍ３～０．５５ｇ／ｃｍ３の範囲である。
【００２９】
　　ここで、融点１８０℃以下の低融点成分を含む溶融繊維とは、繊維を構成する成分の
すべてが融点１８０℃以下の低融点成分である溶融繊維と、繊維を構成する成分の一部が
融点１８０℃以下の低融点成分である溶融繊維とがある。後者の場合、特に芯が融点２０
０℃以上の高融点成分で、鞘が融点１８０℃以下の低融点成分からなる芯鞘複合繊維が好
適に使用できる。
　　なお、本発明では裏面側バット繊維層３２における溶融繊維の含有量は１０ｇ／ｍ２

～２００ｇ／ｍ２の範囲で使用することが好適であるが、この溶融繊維の含有量とは、融
点１８０℃以下の低融点成分の量を意味するから、繊維を構成する成分の一部が融点１８
０℃以下の低融点成分である溶融繊維の場合、例えば前記芯鞘複合繊維などの場合では低
融点成分に換算した溶融繊維の量となる。
【００３０】
　　本発明における融点１８０℃以下の低融点成分は、素材としてはポリエチレン、ポリ
プロピレンなどのポリオレフィンやポリエステルやポリアミド（ナイロン）が使用できる
。特に低融点のナイロンとして、ナイロン６／１２、ナイロン６／６１２、ナイロン６６
／６、ナイロン６６／１２、ナイロン６６／６１２などの二元共重合ナイロンや、ナイロ
ン６／６６／１２、ナイロン６／６６／６１０などの三元共重合ナイロンなどを使用する
ことができる。
【００３１】
　　本発明では、裏面側バット繊維層３２を熱処理して高密度で柔軟な層を形成できる。
具体的には、基体の湿紙側と裏面側にそれぞれバット繊維層を形成してフェルトを製作し
てから、1対のロール間に前記フェルトを無端状に掛け渡し、フェルトを走行させながら
裏面側バット繊維層３２に含まれる溶融繊維に、溶融する温度以上の熱風を当てるか、ま
たは熱風を当てた直後に前記フェルトを熱プレスすることにより、裏面側バット繊維層３
２の溶融繊維の少なくとも一部を溶融して密度の高い柔軟な層を形成することができる。
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ここで、好ましくは熱風温度としては１６０℃～２００℃の範囲、熱プレス温度としては
１４０℃～１８０℃の範囲が好ましい。
【実施例】
【００３２】
　　本発明に係る抄紙用フェルトの効果を確認すべく、以下のような実験を行った。
　　ここで、実施例、比較例ともに諸条件を共通にするため、全てのフェルトの基本構成
を次の通りとした。
　　基体：ナイロンモノフィラメントの撚糸を１／１平織で製織、坪量７５０ｇ／ｍ２

　　湿紙側バット繊維層：ナイロン６の１７ｄｔｅｘのステープルファイバー、坪量５０
０ｇ／ｍ２

　　裏面側バット繊維層：下記の芯鞘複合繊維の１７ｄｔｅｘのステープルファイバーと
ナイロン６の１７ｄｔｅｘのステープルファイバーを混綿して使用した、合計坪量２００
ｇ／ｍ２の繊維層。芯鞘複合繊維の含有量は表１に記載した。
　　芯鞘複合繊維：芯成分がナイロン６で、鞘成分が融点１４０℃の共重合ナイロン６／
１２であり、芯成分と鞘成分の重量割合が１：１の合成繊維。
【００３３】
　　基体に湿紙側のバット繊維層と裏面側のバット繊維層を積層しニードリングにより絡
合してフェルトを形成した後、高分子弾性材料であるウレタン系エマルション（第一工業
製薬製「スーパーフレックス」）の水希釈液を用い、フェルトの湿紙側から所定量を塗布
した。高分子弾性材料の塗布量（包含量）は表１に記載した。また、フェルトの湿紙側と
裏面側の両面に高分子弾性材料を塗布したもの（比較例４）も作製した。次にすべてのフ
ェルトを１０５℃で乾燥し、更に１８０℃の熱風を当てながら１６０℃－５０kｇ／ｃｍ
２で熱プレスして、実施例１～６、および比較例１～４のフェルトを完成した。
【００３４】
　　完成したフェルトの諸物性を表１に記載した。裏面バット層の密度（ｇ／ｃｍ３）は
、裏面バット坪量（２００ｇ／ｍ２）を裏面バット層の厚みで除した値である。またフェ
ルトの剛軟性は、日本工業規格ＪＩＳ　Ｌ-１０９６（一般織物試験方法）に記載されて
いる、剛軟性Ａ法（ガーレ法）に基づき、完成したフェルトの試験片の表裏を測定し、そ
れぞれ５回の平均値を算出し、比較例１を１００としたときの相対値で表している。
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【表１】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【００３５】
　　表１の結果から、実施例のフェルトは裏面側バット繊維層の密度が高いが剛軟性が低
く保たれるから、フェルトは柔軟で抄紙機への掛け入れ性が良いことが確認できた。
【００３６】
　　次に、図４に示す実験装置により、完成した実施例と比較例のフェルトの機能評価の
実験を行った。
　　図４の実験装置は、一対のプレスロールＰ（下部プレスが１５００ｍｍ径シュープレ
スで、上部プレスがスチールロール）とガイドロールＧ、洗浄装置ＳＰおよびサクション
吸引ボックスＳＢで構成されており、フェルトＦを実験装置に掛け入れ、フェルトに一定
の張力を掛けてプレスロールを回転させ繰り返しプレスする装置である。実験装置の駆動
条件は、シュープレス圧力が１０００ｋｇ／ｃｍ、フェルト走行速度が１５００ｍ／分で
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、走行中は洗浄装置から清水をフェルト面積に対して０．１リットル／ｍ２をスプレーし
、更にサクション吸引ボックスで吸引して、プレス入口でのフェルト水分を３０％一定に
調整して、２４０時間継続して走行実験を行った。
【００３７】
　　「機能評価」　
　　フェルトの圧縮率と回復率については下式による。なお、計測に当たっては、実験開
始直後の数値と、実験終了時の数値とをそれぞれ求めた。また、圧縮率、回復率は水に１
時間浸漬したフェルトに一定の加圧（３０ｋｇ/ｃｍ２）を掛けた時の厚みを求め、次式
により求めたものである。
　　圧縮率(％)＝(圧縮時のフェルトの厚み／初期の無加圧でのフェルトの厚み)×100
　　回復率(％)＝(圧力解放直後のフェルトの厚み／圧縮時のフェルトの厚み)×100
【００３８】
　また、フェルトの再湿抑制効果の評価は、実験装置のプレス入口に水分５０％の湿紙ハ
ンドサンプルを投入し、Ａの地点（プレス出口直後のもの）とＢの地点（プレス出口から
離れたガイドロール上）でそれぞれ回収して、湿紙への再湿抑制効果を調べた。
　この両者の水分差が０．５％未満のものは再湿抑制効果として良好の評価、０．５％以
上で０．９％未満のものは再湿抑制効果がやや良好という評価、０．９％以上のものは再
湿が多く再湿抑制効果が不良という評価を行った。
【００３９】
　この結果を、表２に示す。
【表２】

 
【００４０】
　　フェルトの圧縮率と回復率について、実験開始初期では実施例のフェルトは低い値で
あるが、実験終了間際では比較例よりも高い値で推移するから、抄紙用フェルトとして圧
縮回復性の持続が良く、従って湿紙の搾水性およびその持続性に優れることが確認された
。また、プレス加圧後の湿紙がフェルトと共に搬送されても、フェルトから水分が再湿す
ることが少ないことが確認された。
【００４１】
　　本発明によれば、フェルト中のバット繊維に高分子弾性材料が包含されて一体化して
湿紙側バット繊維層を形成しており、更に裏面側バット繊維層には溶融繊維の高密度で柔
軟な層が形成されているため、フェルトが抄紙機に掛け入れ易く、しかもプレス圧力によ
る圧縮が繰返されても、高分子弾性材料の耐圧力効果によって、圧縮回復性の持続性に優
れたフェルトを構成することが出来た。
【００４２】
　　またに、裏面側バット繊維層には溶融繊維が多く含まれているものほど、湿紙への再
湿が抑制されたフェルトを構成することができた。
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【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】従来の抄紙用フェルトの概略を示す断面図である。
【図２】本発明の抄紙用フェルトの概略を示す断面図である。
【図３】本発明の他の抄紙用フェルトの概略を示す断面図である。
【図４】本発明の実験装置の概略図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１０：抄紙用プレスフェルト
　２０：基体
　３１：表面側バット繊維
　３２：裏面側バット繊維
　２１：経糸
　２２：緯糸
　４１：ステープルファイバー
　５０：高分子弾性材料
　Ｆ：フェルト
　Ｇ：ガイドロール
　ＳＰ：洗浄装置
　ＳＢ：サクション吸引ボックス
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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